
○周波数割当計画（平成十二年郵政省告示第七百四十六号）の一部を変更する告示案新旧対照表 

（二重下線部分が変更箇所） 

変 更 後 変 更 前 
周波数割当表 周波数割当表 

第２表 27.5ＭＨz-10000ＭＨz 第２表 27.5ＭＨz-10000ＭＨz 

 国 内 分 配 （MHz） 無 線 局 の 目 的 周波数の使用に関する条件 国 内 分 配 （MHz） 無 線 局 の 目 的 周波数の使用に関する条件  

(4) (5) (6) (4) (5) (6)  

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

固定 

移動（航空移動を除く。）

放送事業用  固定 

移動（航空移動を除く。）

放送事業用  3400-3456 

  

固定衛星（宇宙から地

球） 

電気通信業務用 

公共業務用 

 

固定 

 

放送事業用 固定業務でのこの周波数帯の使用

は、平成 24 年 11 月 30 日までに限

る。 

固定衛星（宇宙から地

球） 

電気通信業務用 

公共業務用 

 

3456-3600 

  

移動（航空移動を除く。） 電気通信業務用 移動業務でのこの周波数帯の使用

は、平成 22 年１月１日からとする。

3400-3600 

  

固定衛星（宇宙から地

球） 

電気通信業務用 

公共業務用 

 

 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 
 J1～J210（略） J1～J210（略） 

 

 


